
春監公表第１８号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定に基づき令

和７年度財務監査（事務監査）の結果（令和８年５月１日付け春監公表第１５

号）に関し措置を講じた旨の通知があったため、同項並びに春日市監査基準（令

和２年３月監査委員告示第２号）第２４条第２項及び同条第４項において準用す

る第２３条第３項の規定により当該措置の内容を公表する。

令和８年５月２６日

春日市監査委員 松 尾 英 二

同 原 克 巳



令和７年度財務監査（事務監査）措置状況報告

【総務部、選挙管理委員会事務局】

１ 安全安心課（防犯防災担当）

２ 選挙管理委員会事務局（選挙担当）

監査の結果 措置の内容

ア 防犯灯設置費補助金（追加分）

の交付決定について、10 万円を超

え 50 万円以下の補助金（18 節）に

ついては部長決裁が必要ですが、

課長決裁になっています。

イ 防犯灯設置費補助金額の確定に

ついて、全て課長決裁になってい

ますが、部長決裁が必要な起案が

含まれています。交付決定に当た

っては一括して起案しています

が、額の確定に当たっては個別に

起案していますので、それぞれの

補助金額に応じた決裁権者の決裁

が必要です。

支出負担行為における決裁権者

については、事務決裁規程で確実

に確認してください。

文書起案における適正な決裁権者

による決裁が行われていないことに

ついては、指摘のとおりでした。

原因は決裁区分の確認が不十分で

あることでした。

本件については、その後、適正な

決裁権者による決裁を受け、手続き

を完了しています。

今後は事務決裁規程に基づく決裁

権限の確認を徹底し、適正な決裁手

続の徹底を図ります。

監査の結果 措置の内容

福岡県知事選挙に伴う選挙公報等

挟み込み及び配布業務に係る委託契

約について、起案文書に添付されて

いる仕様書が、契約書にとじ込まれ

ていません。

契約で履行すべき内容は、契約書

及び仕様書に記載するものです。契

約書同様、仕様書も発注者と受注者

の合意に基づいて作成されたものと

分かるよう確実にとじ込んでくださ

い。

既に契約期間満了となっているた

め、訂正は行いませんが、今後は入

札案件契約の製本を行う契約担当と

の連携を密にし、確実に仕様書をと

じ込みます。


